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１９８０年代西ドイツの税制改革

坂　野　光　俊

　本稿は，保守中道政権の成立（１９８２年１０月）以降の西トイソの租税政策，特

に１９８０年代後半に展開されている賃金税 ・所得税の減税政策の実態とその意義

・特徴を捉らえようとするものてある 。保守中道政権の成立以降の税制改正の

展開に入るに先立 って ，第１章で１９８２年までの租税政策の展開を簡単に概観す

る。 第２章て保守中道政権の成立以降の税制改正の展開を考察し ，第３章てそ

れらの税制改正の租税制度上の特徴と問題点を明らかにすると同時に，政策論

理の特徴を捉らえ，８０年代後半税制改革の意義 ・特徴を明らかにする 。

第１章　１９８２年までの租税政策展開の概要

　Ｉ．租税政策の展開の時期区分（１９４９年～１９８２年）

　先ず，１９４９年から１９８２年までの租税政策の展開を，租税政策に負わされた政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
策課題によっ て５期に区分し ，各期の特徴を把握する 。

１． １９４９年 ～５７／５８年 ：経済政策目標の設定において経済成長が最優先され ，

　租税政策は経済復興に重要な貢献をした。しかし ，投資促進政策は分配政策

　的目標を考慮する余地を与えず，必然的に所得格差の拡大をもたらした。５０

　年代に労賃は確かに上昇したが，実質の労働分配率は被雇用者の相対的地位

　の悪化を明白に示した。消費税引下げも杜会政策的理由からではなく ，地下

　経済の抑制や中問階層促進を意図したものであ った 。

　　径済成長という一つの目標を集中的に重視した成長至上主義的租税政策は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５０９）
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　多くの否定的な経済 ・杜会現象を発生させ，目標の達成後に諸被害に対して

　対処する課題を残した 。

２． 　１９５８年～１９６６年 ：完全雇用が実現しマクロ 経済問題が少なか ったことを背

　景に，構造政策的 ・分配政策的目標に取り組むことが可能であ ったが，分配

　政策上の目標は上から下への再分配という意味での復興期の所得 ・財産集中

　の緩和に置かれたのではなく ，単に低所得層を成長 ・福祉向上の過程により

　よく参加させ，彼等に小財産の集積を可能にさせることに置かれていた。高

　い経済成長率と強い労働需要は低所得層におげる貧困問題を緩和し ，所得集

　中過程は僅かに低下さえした。しかし，この成果は商工業中間層もしくは中

　間的所得層　般の助成の結果であり ，低所得層に特に有利な租税政策の展開

　によるものではなか った。低所得層のための特別の軽減措置は，ただ１９５８年

　の税制改正による１６８０（夫婦合算で３，３６０）マルクの基礎控除の実施，１９６４年

　の被雇用者控除の導入，その他非課税限度を許容する僅かの法規のみであ っ

　た。諸所得控除額を導入するその他の租税負担軽減策は，確かに低所得層が

　資産を所有し，資本所得を受領し，租税負担軽減に結ぴ付くその他の諸目１ｊ提

　を満たす限りで，彼等にも有利であ ったが，高額所得者の方がこれらの優遇

　条件をより多く利用し得たので，これらの措置に所得平準化作用があ ったと

　は言えなかった 。

　　歳出側面，特に財産形成については優遇措置が低所得層に重点的効果が生

ずるよう配慮されていたが，それも資産再分配をもたらさず，一層の集中を

　防止しただげであ った 。

　　構造 ・競争政策の分野では，この時期に多くの立法措置がなされたが，高

度の目標適合性を確保するために特定のクル ープに優遇措置を限定するには

困難を伴な った。その他にこれらの優遇措置を全ての企業が利用することが

可能であることも問題であ った。税制上の準備金 ・引当金は，小企業が大企

業ほどしぱしぱ利用出来ず，競争の歪みをもたらす可能性があ った。全体的

にこの期の税制による構造 ・競争政策は，体系的一貫性を欠いていたし（特

にエネルギ ー分野），政策当局の選択した政策手段が一部は本来的目漂実現の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１０）
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　点で有効ではなく ，また望ましくない副作用を持っていた点で批判を免れな

　か った 。

３． 　１９６７年 ：１９６６／６７年の不況によっ て短期的循環政策の優先性が前面に押し

　出され，１９６７年７月に成立をみた「経済安定成長法」で初めて包括的な景気

　政策的配慮がその法的具体化を見た。その後の２年間の急速かつ力強い景気

　回復は，さしあたり景気政策上の配慮を後景に退け，１９６７年を租税政策が景

　気政策として現われる第３期として特徴づけることにな った。「経済安定成

　長法」成立の租税政策上の意義として租税政策の「積極化」がしばしぱ主張

　されるが，西ドイツ 成立当初から租税手段は「積極的」に動員され，戦後期

　局面での投資助成においても ，その後の構造 ・分配政策においてもそうであ

　っ た。 安定成長法の目標設定に関して新しい点は，総需要に対する国家の支

　出 ・租税変更の影響，マクロ 経済的作用の認識であり ，国家活動の乗数効果

　の意義を認識し ，景気変動の克服においてそれを利用することが　般化した

　ことであ った 。

４． １９６８年～７４年 ：政策目標は次第に，平等な所得 ・財産分配，景気安定，成

　長刺激といっ た多様な目漂か相互に重複して ，変転する政策諸手段により追

　及され，過去のように一義的に確定できなくなりつつあ った。しかし ，未だ

　１９７４年までは，政府は特に杜会政策的 ・分配政策的に設定された諸目漂のう

　ちの多くを実現することができた。低所得層のための改善を伴な った第３次

　財産形成促進法や高所得層での租税回避を阻止しようとする外国租税法など

　がその例である 。尤も ，７０年代半ばにはその政策の限界が露呈し始めていた 。

　低所得層は租税負担軽減からは高稼得者よりも僅かしか利益を受けない，否 ，

　大変低い稼得者は優遇措置からはまっ たく利益を受げない故に，租税負担軽

　減はＳＰＤ（杜会民主党）にとり疑問のあるものであ った。杜会 ・自由連合の

　最後の分配政策上の措置たる１９７４／７５年の税制改革において既に，立法上の ，

　特にＳＰＤのこの分野での影響の限界か現われていた。杜会民主主義的発想

　は，所得税最高税率引上げについても特別支出の税額控除化についても実現

　し得なか った。特別支出を税額控除ではなく所得控除として処理することは

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１１）
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　そのまま存続し，その後も高所得層がこの所得控除方式からより大きく利益

　を受げた。税制改革は全体としては分配政策的目標に適応していたが，高額

　所得層への負担増額は殆ど貫き得ず，従 って歳入増加が最早期待できなくな

　っ ていた 。

５．　１９７５年～８２年 ：政策目標においては，分配政策的目標は不況との闘いの背

　後に退き ，特殊分配政策措置は殆と実施されなくなり ，景気安定，成長刺激

　とい った目標が，特にこの期の後半からは成長促進視点が，次第に重要度を

　強めてい った。企業への直接的負担軽減が先行し，それと並んで家計負担軽

　減による消費需要増大策も投資活動の刺激のために選択された。投資活動の

　不十分さに対処するこの様な行動が何ら成果をあげ得ず，低成長が続くなか

　で失業が一層増加したとき ，景気 ・成長促進措置を分配政策的に実施する方

　式を捨てて，租税負担軽減を企業分野に集中させた。こうして企業にとっ て

　の枠組み条件の著しい改善が生じ，１９７７年以来の法律に基づく工業への租税

　負担軽減は１９８２年に関して（投資補助金を含んで）１５０億マルク（以下，マルク

　はＭと略す）以上の額にな った。にも拘らず，この年の投資割合が著しく低

　下し，企業にとっ て重要なその他の要因を欠く場合の投資活動に対する租税

　政策的影響の限界が明白に現われた。従 って ，１９７５年以降の租税政策は，成

　長目標の達成の点でも ，経済活性化措置を分配政策的に「弾みをつける」試

　みの点でも ，その目漂を達成し得なか った 。

　皿．企業課税優遇政策の展開（１９７５年 ～１９８２年）

　前記のように，７０年代後半から８０年代のはじめにかけては，賃金税 ・所得税

の物価上昇に伴なう「自然増収」と間接税の増税（売上税 ・付加価値税は１９７７年

７月と１９７９年７月の２回で標準税率１１％→１３％，軽減税率５．５％→６．５％；たばこ税は

１９７７年１月から１８％，８２年６月から３２％の引上げ；石油税は７５年１月から１２．８～１７．２％
，

８１年１月から１５．９～２７．４％の引上げ ；ブラソ デー 税は７６年７月から２０％，８１年１月から

１５ ．４％，８２年４月から１３．３％の引上げ等 々）を財源として ，賃金税 ・所得税の物価

調整減税と企業課税 ・資産課税の実質減税か進行したと特徴付けることか出来

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１２）
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るか，その中心として展開された企業優遇税制の具体的措置（景気対策的観点及

び構造的観点からの企業の投資需要喚起のための諸措置）の主要なものを箇条書き

　　　　　　　　　　　　　　２）
的に示すと ，以下の通りである 。

１．

投資補助金の交付 ：７４年１２月２３日の投資 ・雇用促進法は投資助成法に第４

　ｂ条を新設して ，１９７４年１１月３０日から７５年７月１日までに完成 ・調達 ・製造

　開始の事業用財貨の生産　調達に対し，その７５％の投資援助を行うことを

　決定した（完成 ・供給終了時点は一般は７６年６月３０日 ，建物の場合は７７年６月３０日
，

　エネルギ ー供給 ・配分関連の大プ ロジ ェクトの場合は７８年６月３０日）。

　　７８年１０月３０日の投資助成法その他諸法律改正は，投資助成法第１条の補助

　率を７５％から８７５％に引き上げ，また研究開発投資への補助率を７５％から

　２０％に引上げた（但し ，５０万Ｍ以内の コストの場合）。 地域助成の補助率は７８年

　１２月２２日の改正法で８．７５％から１Ｏ％に引上げられた 。

２　営業税減税営業収益税の免税限度額を７５年１月１日から７，２００Ｍから１５

　万Ｍに，７８年１月１日から２．４万Ｍへ ８０年１月１日から３．６万Ｍへ引上げた 。

　また収益段階による軽減措置の限度額を７５年１月１日から２，４００Ｍから３ ，６００

　Ｍに拡大した。８０年１月１日からは賃金総額税を廃止して ，営業収益税と営

　業資本税の２つが残された 。

３．

財産税減税 ：７４年１月１日から ，ア）土地の評価における１９３５年基準の

　１９６４年基準への改定，イ）新評価額の４０％割増課税，ウ）税率は個人０７％ ，

　法人１ ．Ｏ％（１９７４年は０．７％），工）控除額を２万Ｍから７万Ｍに増額，オ）非

　営利資本財産の免税額１万Ｍ，という新制度に移行した。税率は７８年１月１

　日から個人０．５％ ，法人Ｏ．７％へと引き下げられたが，これは財産税の総額の

　８０％を負担する企業財産に対するかなりの優遇措置とな った 。

４　法人税制改正法人税率は，１９５８年から１９７６年までは，留保分５１％，配当

　分１５％という２段階税制をもっ ていたが，７７年からはそれぞれ５６％，３６％に

　引き上げると同時に，法人所得と株主の個人所得との二重課税についての制

　度に加えて ，インピ ュテーション 方式（留保利潤に対する調整は行わずに，配当

　に対する法人税の課税を配当受取り株主の段階で完全調整する）を導入した。この

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１３）
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　改正は，法人の内部留保利潤に基つく資本蓄積にとっ ては有利ではないか ，

　法人形態をとらず個人企業形態のままで大企業が存在している西ドイツの場

　合には，法人税と所得税の最高税率を調整することは，税負担の平等の観点

　からある程度考慮する必要があり ，また，個人所得税の最高税率より法人税

　留保利潤税率の方か低いことを根拠に配当性向を低めてキャピタルゲイ：■取

　得を中心に考える大株主の内部留保重視傾向を抑制し，小株主の利害との調

　整を図ることは必要であり ，また，外部資金による資本調達を税法上優遇す

　るとともに，株式による資本調達と借入れによる資本調達との平等化を図る

　ことは西ドイツ 資本市場の育成と財産形成政策の新段階からみて必要な政策

　である ，と位置付げられた。この改正か株主の所得税負担を大きく軽減した

　ことは明らかである 。

５． 損失繰戻し制度の導入とその拡充１９７６年４月２０日の所得税法（第１０ｄ条）

　改正法において ，従来の５年間の損失繰越し制度に加えて ，当該年度の前１

　年間に限 った損失繰戻し制度（５００万Ｍを限度にした）か導入された。政策当

　局はこれの改正意図を投資環境と経済的枠組み条件の長期的改善を目指すも

　のとして説明した。さらに，１９８１年１２月２２日の第２次財政構造改善法により

　繰戻し可能期間が１年から２年に拡大された 。

６．

減価償却制度の改正 ：７７年１１月４日の減税及び投資促進法は，所得税法第

　７条第２項及び第５項の改正によっ て企業活動用の動産に対する累退的償却

　制の改善と建造物への累退的償却制の再導入を規定した。前老は定額償却の

　２倍（最高限度２０％）を２．５倍（最高限度２５％）に引き上げるもので，これは

　１９６０年３月８目までの制度と同じである 。１９７７年８月３１目以降に調達又は完

　成される事業用動産に適用されるか，当局は枠組み条件の著しい改善と投資

　リスクの引き上げを期待して，投資活動の沈滞に対応した追加的職場創出の

　ための拡大投資を刺激するものと位置付けた。また投資費用の税制上の配慮

　の面での他の先進国に対する不利な状態を解消し，国際競争上のハ■ティ を

　なくすためにも必要であるとした。後者も１９７３年に当時の建築ブームに対処

　して廃止された制度の再導入で，成長と雇用の持続的改善を意図したものと

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１４）
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　された。旧規定では１９２４年１２月３１日以後に完成した建物については年 々２％ ，

　１９２５年１月１日以前に完成した建物については年 々２．５％の定額償却が可能

　であ った。新規定では，１９７７年８月３１日以後に完成した建物について最初の

　１２年間は調達 コストの３．５％，次ぎの２０年間は２％，最後の１８年間は１％の

　控除が認められる 。その後，８１年１２月２３目の第２次財政構造改善法の一環と

　して ，８１年７月３０日以後の建物についてより急速な償却が認められた。即ち ，

　最初の８年間は調達 コストの５％，次ぎの６年間は２．５％，最後の３６年間は

　１ ．２５％の控除が認められることにな った 。

　以上のような企業優遇政策にも拘らず期待した効果があがらず，第２次石油

危機後の世界不況の深刻化の中で ，財政赤字の構造的循環的累積か財政再建第

２段階の強行を余儀なくし ，その過程で税財政政策 ・杜会保障政策をめぐる政

策対立によりＳＰＤとＦＤＰ（自由民主党）との連立政権は崩壊し ，ＣＤＵ（キリ

スト教民主同盟）／ＣＳＵ（キリスト教杜会同盟）とＦＤＰとの保守中道連立政権が

成立した 。

　皿．主要税目の構成比の変遷とその特徴

　１９５０年からの税収の国民経済に占める割合の変遷は，第１表にみられる通り

で， ６０年代後半から８０年にかげてほぽ着実に上昇している 。８０年代に入 ってそ

の傾向に歯止めかかか っているか，ここに最近の経済 ・財政政策上の一特徴か

示されている 。

　主要税目の構成比の変遷については，１９５０年には売上課税が全税収に占める

比率が最大（２３．６％）であり ，１７ ．８％（内 ，８．３％は賃金税）の所得税がそれに次

ぎ， 各種の消費税は全体として１７．１％であ った。戦後の混乱期 ・復興期の影響

を脱した１９６０年には，所得税が第１位（２６．２％） ，売上課税（２３－５）がそれに続

き， 個別消費税は７．９％とな っていた。それが１９８０年になると ，所得税の割合

が４０．８％とな って ，第２位の売上税の２５．６％を大きく引き離し ，両者で全税収

の２／３を占め，個別消費税グループは５％以下にその比率を低下させてしまっ

た。
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　ここに示されている１９６０年から１９８２年までの総租税負担の税目別配分の変化

は際立った特徴を持っている 。即ち，賃金税の著しい比重の増加と大衆消費財

への負担が中心である付加価値税 ・売上税 ・個別消費税のほぽ同程度の割合の

持続，それに反し，法人税，申告所得税，営業税，資産税（財産税，不動産税）

等々の比重の大きな低下。これによっ て， 税負担の相対的配分が低所得層 ・勤

労所得層に大きく偏重されてきたことが明白である。そして，この様な税負担

配分を約２０年間に帰結したものは，前記のような特徴を持った租税政策であり ，

特に企業優遇税制の集中的展開であ った 。

　この様な賃金税の比重の増大か，賃金所得者の増加と賃金の実質的増加率の

高さによっ て説明し得る範囲を蓬かに超えており ，また賃金取得者に対する杜

会保障関連の財政支出面での給付を考慮してもなお，税負担の実質的増大であ

ることに西トイソの現代税制の基本的特徴の一つか示されている 。

　　　　第１表　主要税目の総税収に占める構成比（％）の変遷（１９５０～１９８２）

１９５０ １９５５ １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８２

賃金税
８． ２９ １０ ．６４ １１ ．８４ １５ ．８７ ２２ ．７６ ２９ ．４１ ３０ ．５６ ３２ ．５９

申告所得税 ９． ２７ ９． ５６ １３ ．０９ １４ ．０３ １０ ．３８ １１ ．５７ １０ ．０８ ８． ０８

法人税
７． ２０ ７． ３２ ９． ５１ ７． ７５ ５． ６６ ４． １５ ５． ８４ ５． ６７

売上課税
２３ ．５８ ２６ ．３４ ２３ ．５０ ２２ ．６９ ２４ ．７３ ２２ ．３４ ２５ ．６０ ２５ ．８０

財産税
Ｏ． ６１ １． ４１ １． ６１ １． ７８ １． ８７ １． ３８ １． ２８ １． ３２

石油税
Ｏ． ４８ ２． ８８ ３． ８９ ７． ０４ ７． ４７ ７． ０７ ５． ８５ ６１ ０３

営業税
６． ０８ ８． ６６ ９． ９１ ８． ８７ ６． ９６ ７． ３９ ７． ４２ ６． ８９

不動産税
５． ４７ ３． １６ ２． ３８ ２． ００ １． ７４ １． ７１ １． ５９ １． ６７

租税負担率 ２１ ．３７ ２３ ．８６ ２２ ．５９ ２３ ．０２ ２２ ．８１ ２３ ．５２ ２４ ．５８ ２３ ．７１

注１　売上課税は売上税と輸入売上税の合計 。

注２　租税負担率は対国民総生産比 。

出所Ｂｍｄｅｓ 　ｎ　ｔｅｍｍｄｅｒ Ｆｌ　ａ 　， Ｆｍａｎｚｂｅｎｃｈｌｔ１９６０，Ｓ２８～３３１９８８，Ｓ１７０－１７５

第２章　保守中道政権下の税制改正

Ｉ・

主要税制改正の経過と概要

保守中道政権成立直後に出された１９８３年次径済報告において，連邦政府は租

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１６）
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税政策の中長期的な基本的方向について ，先ず１９８２年末およぴ１９８３年に第１段

階として投資活動の持続的回復と雇用促進に刺激を与えるための営業税及ぴ財

産税の軽減，減価償却方式の改善を行い，その後１９８４年以降に第２段階として
，

企業の投資活動と技術革新の強化，財産政策改善のための減税を，付加価値税

の増税による財源確俣を条件に雲施Ｌ，併せて収益額に蚊関係た課税を削減す

ること ，そしてその後に，供給 ・勤労局欲 ・投資に有利な方向に税制を転換す

る第３段階として ，賃金税 ・所得税の抜本的改正を予定することを明らかにし

ていた。しかし，この第３段階の実施時期と規模については，主として財政再
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
建の進展の具合とマクロ 経済動向に左右されるとして明言を避げていた 。

　その後の租税政策は，主として以下に示す諸租税立法によっ て実行に移され

てい ったが，１９８３年次およびその後の経済報告において示されたように，まず

企業投資活動の条件整備 ・負担軽減か付加価値税増税を代償に先行し，大衆的

租税負担が限度に達して後に，賃金税 ・所得税の減税措置が，しかも ，代替財

源の相当部分を彼等の負担によっ て調達するという仕組みとセットで，導入さ

れ始めているというのが現段階の状況であると言える。以下，１９８２年１０月から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
の主要税制改正法の変遷とその概要を捉らえておく 。

１．

　「経済 ・雇用の再活性化および連邦予算の負担軽減のための法律（１９８３年予

　算随伴法）」〔１９８２年１２月２０日〕 ：１９８２年秋に新政権が財政政策の再検討をした

　結果，前政権が１９８３年度予算として決定した措置では不十分で，経済状態の

　悪化による税収減と歳出負担増のため，消費的支出の制限と経済活性化措置

　をとる必要があることが明らかにな ったとして ，本法が制定された。杜会保

　障分野での給付諸法（児童手当，住宅手当，教育助成，杜会扶助）と多数の措置

　での削減（実施後１２ヵ月で〔以下同じ〕 ，増税措置３６億Ｍ，減税措置１８．３億Ｍ，差引

　き１６．７億Ｍの増税）の他に，休止 ・廃業中の企業の買収のための期限付き準備

　金導入（６億Ｍの減税），自己利用住居に対する負債利子の控除の拡大（減税

　６億Ｍ），営業税の軽減（１３８億Ｍ），１９８３年７月１日からの売上税の引き上げ

　（増税額８０億Ｍ）を行う必要がある ，という趣旨で所得税（１０措置），営業税 ，

　売上税，連邦 ・州間の財政調整法（売上税配分の改正），市町村財政改正法

　　　　　　　　　　　　　　　　（５１７）
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　（営業税 シェ アー の引き下げ），投資助成法等の改正がなされた。全体で差引き

　８１４億Ｍの増税てあ った 。

２．

　「経済の競争力強化および租税優遇措置の制限のための法律（１９８４年減税

　法）」〔１９８３年１２月２２目〕 ：政府は本法により ，技術進歩への経済の適応の容

　易化，自己資本形成と競争力の強化，それによる持続的かつ自立的な経済成

　長の実現という目的で，投資 ・イノベ ーション活動のための税制上の枠組み

　条件の改善への一層の前進を意図した。この法律で，一層の減税が，特に中

　間層経済にとっ て実施される 。その際，企業課税の収益の大小に無関係な部

　分が一層軽減され（財産税減税１５．６億Ｍ），収益税の軽減措置（３．１億Ｍ）が実

　施された。同時に，いわゆる損失割当会杜等への参加による「節税」が制限

　された。この法律により年間約３７億Ｍの負担が軽減され，既に１９８２年に実施

　されている減税措置と財産形成参加法の導入（減税１．９５億Ｍ）とともに売上

　税引き上げ（１９８３年７月１日から１３→１４％，６．５→７％）による約８２億Ｍ（１９８４

　年）の増税が相殺された。この法律の主要内容は，企業財産に対する課税の

　軽減と営業収益税における負担軽減である 。

３． 「供給促進的減税及び家計負担軽減のための法律（１９８６／８８年減税法）」

　〔１９８５年６月２６日〕 ：１９８６年と１９８８年の２段階にわた っての子女控除の引き上

　げ（減税額４８億Ｍ），非課税所得額引き上げ（減税２１億Ｍ），累進税率の平準化

　（減税額１９８６年から３６億Ｍ，１９８８年から更に８５億Ｍ）で，賃金税 ・所得税の減税

　（総額１９６億Ｍ）を行うのが，主要内容である。政府はこの減税措置を，国家

　財政の健全化，経費比率の引き下げ，生産障害の撤廃と結び付いたマクロ 経

　済的枠組み条件改善の一部として，税率修正による税負担 ・公課負担の軽減

　は，生産上昇への刺激を解放し，マクロ 経済的成長諸力を強化するものと位

　置づけた。またこの減税により ，税収総額中の直接税割合は，１ ．５％低下し

　て５８．５％になるとしていた。直接税 ・所得税は所得形成を抑制し，貯蓄と投

　資に負担を負わせ，所得税率表の累進によっ て， より多くの所得を得ようと

　する意欲は傷付けられる ，それ故，直接課税の緩和は，供給と成長に有利な

　税制再編成を意味するという考えか立法趣旨の基底にある 。
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４．　「事業用建物及ぴ近代的暖房 ・温水施設の償却条件の改善のための法律」

　〔１９８５年１２月１９日〕 ：実施当初１年間の減税規模１０．５億Ｍの減税実施法である

　か，事業用建物の償却期間の短縮（５０年→２０年）による減税が９億Ｍと大部

　分を占め，近代的暖房 ・温水施設の償却条件の改善による減税額はＯ．５億Ｍ

　であるにすぎない 。

５． 　「住宅所有促進法」〔１９８６年５月１５日〕 ：自己利用庄宅の取得を促進するた

　めに，帰属家賃（自己利用住宅の評価額の１．４％とされていた）への課税の廃止
，

　援助対象住宅の最高限度額の引き上げ（２０万Ｍ→３０万Ｍ）等を含む規定改正を

　し ，差引き１．２億Ｍ（増税措置５．８億Ｍ，減税措置７億Ｍ）の減税を実施した 。

６． 　ｒ所得税法改正法（１９８８年減税拡大法）」〔１９８７年７月１４日〕 ：本法により１９８６

　／８８年減税法の１９８８年実施の第２段階か５２億Ｍ拡大される 。即ち，非課税所

　得額引上げと家計控除引上げ（両者で減税１４．３５億Ｍ），累進税率の平準化の拡

　大（減税額３０億Ｍ），教育費控除引上げ等（減税３億Ｍ），中小企業の特別償却

　の緩和（減税５億Ｍ）である 。政策当局は，この減税増額措置を経済成長力

　の強化と経済枠組み条件の改善への一層の貢献と評し，同時に，１９８７年２月

　２２日のＧ７の声明に応じて ，国際的に釣り合いのとれた経済発展に対する寄

　与でもあると位置づけた 。

７． 　「１９９０年税制改革法」〔１９８８年７月２５日〕 ：当局は，１９８６年の第１段階（子女

　控除の引上げ，家族関連のその他控除の改善，非課税所得額の引上げ，累進税率の第

　１次平準化によっ て， 家族と中小所得者に優先的に有利とな った），１９８８年の第２

　段階（賃金 ・所得累進税率の引下げ，非課税所得額と教育控除の引上げ，中小企業の

　特別減価償却の著しい改善）に続いて ，１９９０年からの第３段階では，新しい直

　線的な累進税率と家族のための一層の改善を導入し，租税補助金と特別措置

　を公正 ・簡素な租税制度のために廃止して，国民経済的租税負担率の引下げ ，

　直接税比率の低下をもたらし，経済成長と雇用の促進のための基礎条件の税

　制面からの整備を一層整備するものとして ，この改革を位置づげた。３段階

　の税制改正による減税規模は合計で約４４０億Ｍとなる 。即ち，第１段階が約

　１１０億Ｍ，第２段階が約１４０億Ｍ，第３段階が約１８０（減税３７０一増税１８０）億Ｍ
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である 。

　本法のみの減税額は，賃金税 ・所得税関係が中心で，所得税税率改正で

３１９億Ｍ，家族政策上の措置で２１ ．６５億Ｍ，杜会保健料等経費の概算控除の緩

和で６億Ｍが実施され，その他に法人税率引下げで２５億Ｍが予定されている 。

他方，増税措置を大蔵省の発表 ・計算に即して税目別にみると ，所得税で

９８．４億Ｍ，法人税４．０１億Ｍ，営業税２．５０億Ｍ，特別規則関連２７．７５億Ｍ，そ

の他の税２４．５０億Ｍ，手続き規定改正で１６．６５億Ｍ，時限措置（１９９１年から）

の導入９．３０億Ｍであり ，特別規則関連以下の諸項目を各税目に区分すると ，

所得税で１２５３４億Ｍ，法人税２７１２億Ｍ，営業税１９８５億Ｍ，売上税６２４億Ｍ
，

不動産税５億Ｍ，財産税１５８億Ｍとなり ，増税の中心が賃金税 ・所得税であ

ることが分かる 。

　１Ｉ．主要税制改正の概要

　１９８２年から１９９０年までの税制改正は，減税（主として企業課税 ・資産課税と賃

金税 ・所得税）とその財源調達としての増税（間接税の引上げ及び各種の特別優遇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）措置の削減 ・廃止等）とからなるが，その主要点を整理すると次の通りである 。

　Ａ．減税

　１　企業課税 ・資産課税

　（１）７０年代後半に引続き ，１９８４年減税法により ，８４年１月１日から企業財産

　　控除額１２．５万Ｍへの引上げ，税率のＯ．６％への引き下げで財産税減税が実

　　施された。この控除の引上げは中間階層企業の負担軽減をもたらした。即

　　ち，企業財産を持つ３０万の自然人のうち６万が，また，１４万の法人のうち

　　約８万が今後財産税の納税義務を免除された。控除の引上げと小規模企業

　　のための　般的優遇（２５％軽減）は，大企業よりも小企業に相対的に有利

　　に作用する 。企業財産規模別の減税率は，２５万Ｍの財産の場合には６２．５％
，

　　１，ＯＯＯ万Ｍの場合は２５．９％，１億Ｍの場合には２５．１％になるという 。

　（２）企業の税負担軽減のため１９８４年から損失繰戻し制度の拡充が限度額の

　　５００万Ｍから１，ＯＯＯ万Ｍへの増額により．図られた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２０）
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（３）減価償却制度の改正（費用の急速 ・過大計上＝無利子の公的融資の拡大）も

　７０年代後半に引き続き実施された。即ち，８５年１２月１９日の法律により ，８５

　年３月３１日以降に許可された建物について ，定額償却制度が５０年間 ・年 々

　２％の償却から２５年間 ・年 々４％の償却へと ，また，累退償却は最初の４

　年間は調達 コストの１Ｏ％，次ぎの３年間は５％，最後の１８年間は２．５％の

　控除が認められることにな った。また，所得税第７９条による中小企業の

　ための特別控除の１０％から２０％への拡大が１９８８年減税拡大法により実施さ

　れた 。

（４）法人税の税率引下げ（内部留保分５６→５０％，軽減税率５０→４６％）が１９９０年か

　ら予定されている 。

２．　賃金税 ・所得税

（１）諸控除の改正（主要なものに限定）

１）子女控除の引上げ ：１９８５年の４３２Ｍから１９９０年以後の３，０２４Ｍへ（第２表

　参照）

２）子女教育控除の引上げ

　ａ ．児童手当支給者

　　１８歳未満　１９８５＝９００Ｍ，１９８６＝１ ，２００Ｍ，１９８８：１ ，８００Ｍ

　　１８歳以上　親と同居　１９８５＝１ ，２００Ｍ，１９８６＝１ ，８００Ｍ，１９８８＝２ ，４００Ｍ

　　　　　　　　　別居　１９８５：２，１００Ｍ，１９８６：３，ＯＯＯＭ，１９８８＝４，２００Ｍ

　ｂ ．児童手当不支給考　１８歳未満　　　１９８５：３，６００Ｍ，１９８６：２，４８４Ｍ

　　　　　　　　　　　　１８歳以上　　１９８５＝３，６００Ｍ，１９８６＝４ ，５００Ｍ

３）家計控除（子女のある独身者のみ）の引上げ ：１９８５年の４，２１２Ｍから１９９０年

　の５，６１６Ｍへ（第２表参照）

４）被雇用者総合概算控除の導入 ：１９９０年に２，０００Ｍ。但し，これは，それ

　までのクリスマス 控除（６００Ｍ），被雇用者概算控除（４８０Ｍ），通勤交通費

　概算控除（５６４Ｍ）を廃止して ，その代わりに導入されたもので，実質的に

　は労働者の税負担増加になるという意味では，増税措置と考えられる 。

５）上記の措置と関連して ，通勤交通費の距離比例経費額が１ｋｍ当りＯ ．３６

　　　　　　　　　　　　　　　（５２１）
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第２表　被雇用者の税負担開始総所得額（ＤＭ）

１９８５ １９８６ １９８８ １９９０

独身 ・子女０（税区分Ｉ） ７， ３６８ ７， ７４６ ８， ０１６ ９， ４５２

独身 ・子女１（税区分皿／１） １３ ，６２６ １６ ，５９６ １７ ，０８２ ２０ ，５７０

独身 ・子女２（税区分皿／２） １４ ，７５４ １９ ，８３０ ２０ ，３１６ ２４ ，２９０

既婚 ・子女Ｏ（税区分皿／０） １２ ，９３０ １３ ，６８６ １４ ，２２６ １６ ，４７２

既婚 ・子女１（税区分皿／１） １３ ，４１６ １６ ，７１０ １７ ，２５０ ２０ ，１９８

既婚 ・子女２（税区分皿／２） １３ ，９５６ １９ ，７３４ ２０，２７４ ２３ ，８７０

既婚 ・子女３（税区分皿／３） １４ ，４９６ ２２ ，８１２ ２３ ，２９８ ２７ ，５４２

既婚 ・子女４（税区分皿／４） １５ ，０３６ ２５ ，８３６ ２６ ，３２２ ３１ ，２６８

〔参考〕

非課税所得額　独身 ４， ２１２ ４， ５３６ ４， ７５２ ５， ６１６

既婚 ８， ４２４ ９， ０７２ ９， ５０４ １１ ，２３２

子女除額 ４３２ ２， ４８４ ２， ４８４ ３， ０２４

家計控除額 ４， ２１２ ４， ５３６ ４， ７５２ ５， ６１６

注１　税区分皿／１および皿／２については限度額一杯の子女控除と子女１人当り総額４８０Ｍの子女

　扶養費用を考慮にしれてしる 。

注２　１９８８年まではクリスマス控除を考慮している 。

出所　Ｆｌ　ｍ　 ｂ　ｃｈｔ１９８９ ，Ｓ９５

６）

７）

８）

（２）

１）

ＭからＯ．５Ｍに増額された 。

　保険料経費等の事前控除の引上げ ：１９８５：２，０２３Ｍ，１９９０＝２，８４０Ｍ

　保険料経費等の控除額の引上げ ：１９８５＝６，ＯＯＯＭ，１９９０＝８，ＯＯＯＭ

　保険料経費等の総合概算控除の引上げ ：１９８５＝６，７５０Ｍ，１９９０＝７，６１４Ｍ

　所得税率表の改正

　所得税率表は，課税所得か増加するにつれて ，セロ 税率，（下位の）比例

税率，累進税率，（上位の）比例税率という４つの領域（ゼロ 税率ゾーン を除

外するなら３領域）からな っている。これらの税率ゾーンの適用範囲と限界
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
税率水準か，税率表の効果 ・作用を規定する 。

　ゼロ 税率ゾーン適用最高課税所得（これは同時に低位比例税率ゾーン適用の

最低課税所得額であり ，非課税所得額 ・基礎控除額でもある）は，７４年までは長

期にわた って年額１，６８０Ｍ（独身者の場合。夫婦合算の２分２乗方式をとる場合

にはその倍額）に据え置かれたままであり ，や っと７５年に３，ＯＯＯＭ，７８年に

３， ３００Ｍ，８０年に３，６９０Ｍ，８５年に４，２１２Ｍ，８６年に４，５３６Ｍ，８８年に４，７５２

Ｍと引き上げられ，さらに９０年には５，６１６Ｍに増額される予定である 。

　　　　　　　　　　　　　　　（５２２）
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２）（下位の）比例税率は，１９６５年に２２％から１９％に引き下げられ，７５年に

　２２％に戻 って今日に至 っている 。この税率が適用される課税所得の範囲は ，

　下限は上記の通り７５年以後数年置きに引き上げられているが，上限は引上

　げの程度が相対的に少なく ，７５年に７，８００Ｍから１ ．６万Ｍに ，８１年に１ ．８万

　Ｍに引き上げられただけである 。

　　９０年に予定されている税率改正では，税率が２２％から１９％に引き下げら

　れるとともに，その適用範囲の上限が８，０００Ｍにな って ，この比例税率を

　適用される課税所得の範囲が極く僅かとなり ，実質的に（下位の）比例税

　率ゾーソが無くなるのと等しいことになる 。

３）累進限界税率 ノーノの下限は，上記の（下位の）比例税率 ノーノの上限

　と同じであり ，それが１９６５年の８，ＯＯＯＭから１９８９年の１ ．８万Ｍにしか引き上

　げられないということは，この間の物価の上昇に伴なう名目所得の上昇を

　考えると ，低中課税所得領域での急速な税負担率の増加（実質所得は却って

　減少している場合ても）を引き起こすという問題を持 っていたことは前記の

　通りであるが，上限は１９６５年の１１万Ｍが７５年に１３万Ｍにな って以来変化は

　ない。９０年には１２万Ｍに引き下げられる予定である 。

　　　般に他の諸国ては，累進税制は限界税率が階段状に上昇していくのに

　対して ，西ドイツの場合は（逓減的増加状の）曲線をなしており ，７５年から

　は課税所得１．６万Ｍ～１３万Ｍの範囲で２２％から５６％へ３４％ポイノトの上昇

　とな っている 。７５年に低位の比例税率か１９％から２２％に，また適用下限か

　８，ＯＯＯＭから１ ．６万Ｍに引き上げられたときに，課税所得１．６万Ｍにおける

　それまでの税率約３１％と２２％との差が「税率ジャソプ」（新税率の３０．８％と

　の差で測定して８．８％）のかたちで発生した。このジャンプは，１９８０年の税

　率改正によっ て廃止されて ，８０年以後徐 々になだらかなカーブを描くよう

　に税率引き下げがなされたが，しかし，それは最高税率の水準と適用上限

　か不変の下でなされさるを得なか ったために，却 って急カーフでの限界税

　率の上昇をもたらした。即ち，８０年には４．８万Ｍまで，８１年には適用下限

　の１ ．６万Ｍからの１．８万Ｍへの引き上げと合わせて ，課税所得６万Ｍまでの

　　　　　　　　　　　　　　　（５２３）
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　　限界税率の若干の引き下げかなされたか，それによっ て限界税率カーフは

　　課税所得１．８万Ｍから５～６万Ｍまでの範囲で急上昇することにな った 。

　　そのために，８６，８８年の２度にわた って累進限界税率ゾーンの上昇度緩和

　　を図る必要が生じた。更に，９０年には限界累進税率を直線化することが予

　　定されている 。

　４）（上位の）比例税率は，１９７５年に５３％から５６％に引き上げられて今日に至

　　っている 。１９９０年には５３％に再度引き下げられることが予定されている 。

　　適用範囲は，前記のように７５年から８９年までは１３万Ｍ以上のまま不変であ

　　り ，９０年には１２万Ｍ以上に引き下げられる 。このように長期にわた って変

　　化がなか ったことの意味は，注目すべきであろう 。

　Ｂ ．増税措置

　増税措置は，１９９０年税制改革法により多数の導入が１９８９年以降予定されてい

るので，１９８８年までのものと１９８９年以後のものに区分して論じるのが適当であ

ろう 。

　１ ．　１９８３～８８年の増税

　　この間の増税措置としては，付加価値税を中心とする間接税の増徴と各種

　の特別優遇措置の廃止 ・削減に着手されたことがあげられる 。

　（１）売上税 ・付加価値税 ：１９８３年７月から税率を引き上げた。標準税率１３％

　　から１４％へ 軽減税率６．５％から７％へ。

　（２）個別消費税の増税は，１９８２年までは頻繁に行われたか，その後は目立 っ

　　た動きに乏しく ，租税政策の一定の変更を示していると考えられよう 。

　（３）租税優遇措置の廃止 ・削減

　０　１９８３年予算随伴法による勤労者増税，１９８４年減税法で障害者優遇の制限

　（２）１９８４年減税法による損失割当会杜等による「節税」方法の制限

　２．　１９９０年減税の財源調達策＝優遇措置の削減 ・廃止による増税

　　この措置の趣旨について，連邦大蔵省は次のように説明している 。「より

　簡素 ・公正 ・首尾一貫した租税制度は　　持続的な減税とともに　　連邦政

　府の重要な ・独立の租税政策目標である 。税法は，租税が財源確保目的以外

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２４）
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の目的に益 々大規模に動員されてきたために，時間の経過に連れて益 々複雑

　・ 不透明にな った。過度の特別措置は税制に規定された誤った管理誘導を引

　き起こし ，副作用と競争歪曲をもたらし，例外措置を一層つくりだす。１９８６

　年，１９８８年，１９９０年の減税により ，『例外の多い高い税率よりも例外の少な

　い低い税率の方がよい』というモットーの下に課税べ 一ス 拡大のための決定

　的な前提が創出された。税率は明白かつ持続的に引下げられるので，多数の

　税制上の優遇措置や特別措置の基本的な理由はなくなる。同時に市民と経済

　に自己責任に基づく行動の自由の余地が与えられ，それは経済力の展開に利

　用され得る 。本法は全ての大グループが租税優遇措置の廃止に適切で釣り合

　いのとれた仕方で貢献することを保障する 。租税優遇措置は特定の重点を持

　っ ているので，その廃止は個別の納税者にとっ て様 々に異な って作用する 。

　個別の納税者にとっての全体的結果は税率引下げと補助金廃止との合同効果

　に基づく 。それにより納税者の大多数ははっきりと持続的に負担が軽減され
　７）
　る 。」

　１９９０年の税制改革の増税 ＝優遇措置の削減 ・廃止による財源調達額のうち財

源効果の大きな主なものを列挙すると次の通りある 。被雇用者の課税関連では ，

一律の労働者総合概算控除２，ＯＯＯＭの導入と従来のクリスマス 控除，労働者概

算控除，通勤交通費概算控除の廃止（１２億Ｍ），被雇用者に食事を無料又は廉価

で与える際の１．５Ｍの食事控除の廃止（１０億Ｍ），生産的資本への参加と建築貯

蓄預金への財産形成促進の制限（６億Ｍ）。 企業課税関連では，記念配当用準備

金の打切り（６０億Ｍ），環境保全事業用資産割増償却の廃止（７億Ｍ）。 被雇用

者と企業の両者に関わる課税分野では，利子収益に対する１０％の源泉課税

（１９８９年１月１日から）（４３億Ｍ），建物の特定エネルギ ー節約措置割増償却の打切

り（４億Ｍ），租税債権と租税還付請求権の有利子化（９億Ｍ），賃金保障給付の

累進税率留保への組入れ（５億Ｍ）。 私的支出の取扱関連では，特別支出概算控

除額２７０（単身）／５４０（夫婦合算）Ｍの１０８／２１６Ｍへの減額（３．５億Ｍ），老齢者

負担軽減額の最高限度額の３，０００Ｍから３，７２０Ｍへの引上げと老齢者控除の廃止

（３億Ｍ）。 ベルリン助成と地域助成の領域では，ベルリソ助成関連で７．８億Ｍ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２５）
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投資助成法の廃止による地域的助成地帯での経済促進の優先措置の制限（１６億

Ｍ）。

　これによっ て， 最大の財源調達措置は利子の源泉課税であり ，次いで労働者

関係の優遇措置の廃止 ・縮少であり ，　般勤労者への杜会政策的措置が，企業

利潤への特権的優遇措置と同列に扱われていることか明らかになる。この増税

が意味するところは，次節で取り上げる 。

第３章　８０年代税制改革の特徴と問題点

　租税制度論上の問題 ・特徴と国民生活 ・国民経済への影響の幾つかについて

考察した後，これらの８０年代後半の税制改革を支えている政策論理の特徴を明

らかにする 。

　Ｉ．租税制度論上の問題点

１．

税制改革全体の中で各税目別改正 ・増減税がいかなる順序で展開してきた

　かという問題が第一点である 。賃金税 ・所得税の減税が先行した企業利潤減

　税や資産所得減税による税収 ・税体系の歪みへの事後的対処としての性格を

　色濃く持っているということである 。

　　１９７０年代末から８０年代はじめにかげての，一方での財政再建政策による杜

　会保障 ・教育等の生活関連行政分野における歳出削減，連邦財政負担の軽減

　政策と ，他方における企業減税，資産課税軽減，間接税増徴，生活関連優遇

　措置の部分的廃止 ・削減という特徴的政策の展開は，第２次石油危機後の世

　界的不況からの回復，輸出拡大等による景気の回復と相倹 って ，財政再建の

　一定の前進をもたらすとともに，租税負担の高水準と税負担配分における大

　衆所得層への過度の偏重という「歪んだ」構造を結果した。こうして１９８０年

　代後半の税収構造は，この歪み是正に対する強い国民的要求の噴出という国

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２６）
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　内的状況と ，内需拡大への国際的な圧力の強まりの中で，この歪みの是正の

　条件の成熟という事態を迎えることにな った 。

２．　次の特徴は直接税減税，しかも実質減税というよりも低所得層にとっ ては

　単なる物価調整減税の財源を間接税で賄うという税負担再配分方式である 。

　１９８６／８８年減税法に至るまでは，低所得の勤労者に対する減税は見るべきも

　のかなか ったか，それでも僅かに　般家計の税負担を軽減する方策かとられ

　なか ったわけではない。しかし ，その財源が付加価値税の増税，その他の間

　接税の引上げということは，大多数の低所得層にとっては，直接税で軽減さ

　れたものを間接税で取り戻されることになり ，ネ ット減税の意味を持たない

　ものになる 。

３． 所得税減税内部の効果の上厚下薄的特徴も見落とされてはならない点てあ

　る 。納税者の所得税負担の水準は，課税所得算定上での総収入 ・総所得への

　算入項目や諸控除の設定の仕方（その質と量）と ，税率の水準及び構造によ

　っ て規定されるが，所得税減税の方式も ，主として，諸控除と税率を改正す

　る形で進められたのは既に見たとおりである 。

　（１）諸控除は原則として所得控除であ って税額控除ではないので，累進税率

　　の下では当然のこととして ，控除引上額が同じであ っても ，税負担軽減額

　　は当人の適用限界税率により大きく異ならざを得なし ・。

　（２）元来，西ドイツの場合その税率においてゼ ロ税率の次の導入税率が２２％

　　と高か ったが，この下位の比例税率の引下げやその適用所得部分を拡大す

　　るという形で税率改正の恩恵を低所得層に集中するという方式ではなく ，

　　税率改正による減税額の６６．８％が累進税率の直線化に当てられており

　　（１９８６年減税法と１９９０年税制改革法によっ て予定されている税率改正による減税額

　　は累計で４６１億Ｍであるが，そのうち非課税所得額の引上げ８０億Ｍ，下位比例税率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）　　引下げ６２億Ｍ，限界累進税率の引下げ３０８億Ｍ，上位比例税率引上げ１１億Ｍ），中

　　堅及び上層所得層に減税の恩恵が及ぶ形（大蔵省は４６１億Ｍのうち１１億Ｍの占

　　める比率が低いことを強調して高額所得者優遇でないことを暗に主張しているが ，

　　高所得者が税率引下げ全体から恩恵を受けることは言うまでもない）にな ってい

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２７）



　１４４　　　　　　　　　　立命館経済学（第３７巻　第４５号）

　　ることは特徴的ある 。この点は，大蔵省によっ て減税効果（税率改正のみ

　　ならず，控除額改正及び増税措置１をも含み）を所得階層別に試算した統計資料

　　（第３表）によっ てもある程度明らかであることは，後に述べる通りである 。

４．

所得税減税の財源を所得税内部で賄う場合，特別減免措置の改廃の仕方が

　低所得層に不利な税負担再配分方式とな っていることが次の問題 ・特徴であ

　る 。即ち，１９９０年の増税措置の重要なものに，従来の諸控除を労働者総合概

　算控除に統合して１２億Ｍの増収か計られたり ，食事控除廃止による１Ｏ億Ｍの

　増収，日曜 ・祭日 ・夜間労働に対する割増賃金への課税配慮を制限して２５

　億Ｍの増税という具合に，比較的低所得の勤労者に対する杜会政策的配慮が

　公正さを阻害するものとして，企業活動向けの優遇措置と同列（否むしろそ

　れらの多くは存続している）に扱われて ，簡素 ・公正な税制の構築という名の

　下に廃止 ・削減されようとしていることが特徴的である 。

５． １９８９年１月１日実施の利子所得に対する１０％の源泉課税が，４３億Ｍの税収

　増を見込まれて ，１９９０年税制改革法における増税措置の最大の項目となるが
，

　ここでの問題は，形式上は総合課税の建前を保持している１０％源泉課税方式

　が，その税率が１Ｏ％という低率であるために実質上分離課税と同じ効果をも

　ち，これまでの利子課税制度の欠陥の極めて不十分な是正にしかならないと

　いうことである 。即ち，所得税の税率は低位の比例税率すら２２％（１９９０年か

　らは１９％）であることを考えると ，総合中告によって源泉徴収された資本収

　益税の還付を受ける可能性は殆んどなく ，しかも銀行令（１９７９年８月３１目）に

　より金融機関 口座の匿名性が確保され，税務署の調査権が及ばないという状

　態が，制度改正により法的に一層強化されるのであるから ，利子所得の正確な

　申告による追加納税へのイ：／セソティフはセロ に等しく ，不中告 ・過少中告

　の　般化という従来の状態は殆んと改善されないであろう 。源泉課税のない

　状態に比較して財政収入面での一定の効果（連銀資料によれぱ本来１００億Ｍの増

　収が期待し得るにもかかわらず４３億Ｍの増収しか見込まれていない）がある点で前

　進であるか，資産性所得の税負担不平等状態の是正と課税へ 一スの完全な捕

　捉による税収確保という点では極めて不徹底な措置である 。ここにも高額資

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２８）
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産性所得者への課税の不十分さが示されている 。

１４５

　皿．国民生活 ・税財政構造等への影響

　　１９８２年以来の１９９０年に至る税制改革の全てについて ，国民生活 ・国民経済

　・ 税財政構造等へのその影響 ・効果を一括して論ずることは極めて困難であ

　り ，また本稿の課題の範囲を超るが，これまでの考察から言い得ることに限

　っ てまとめることにしよう 。

１．

　ほぽ一貫して ，企業の税負担の軽減措置が体系的に実施されてきたが，し

　かし ，それが生産的投資活動の促進に結び付いたか否かは判断の別れるとこ

　ろである 。しかも ，それが雇用の拡大をもたらすような拡大投資に結び付い

　たかについては，慎重な検討が必要であるが，現実に失業者 ・失業率の減少

　が，８３年以降の景気拡大にもかかわらず，進んでいないことから判断すると ，

　減税政策が建て前どおりの効果をあげたとは言えないだろう 。

２．

　分配政策面の効果として家計の所得税負担の変動についてみると ，大蔵省

　試算（第３表）にみるように減税額は勿論のこと ，減税率で見ても低所得層

　が高いとは限らない点に，今回の一連の所得税減税の特徴が示されている 。

　年間収入１０万Ｍを超える中高所得層が，年収４万Ｍ前後の平均的労働者層と

　比較して減税額で６～７倍，減税率でも遜色がないということは，この減税

　が中高所得層の負担軽減を中心にしていることを示している 。

　　なお，大蔵省とは別の仕方で試算しているシャイデルの資料（第４表）に

　よっ ても同様のことが結論付けられるが，併せてこの減税の幾つかの特徴が

　よく表われている 。即ち，年収 ・粗収入から純収入 ・粗所得への計算過程に

　おいては，減額が殆どないどころか，むしろ増加している場合が多い。これ

　は，被雇用者　般の場合には，前記のように，クリスマス ・被雇用者概算 ・

　通勤交通費の３種の控除に代えた一律の被雇用者総合控除の導入，企業によ

　る昼食給付（一食１．５Ｍ）を課税対象収入べ 一スに算入する方式の導入（第４

　表の試算ではＤ欄でこれを２００日分あるとして収入に３００Ｍが加算されている），日曜

　・ 祭日 ・夜間労働への割増賃金への軽減措置の制限（Ｇ欄では２３１の労働日に

　　　　　　　　　　　　　　　　（５２９）
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　　第３表１９８６～１９９０年の減税の効果（１９８５年に対する１９９０年の比較）Ｉ

１９８５年に対する１９９０年の減税 １９９０年の税負担額 ・率
１９９０年

の年間 独身者 夫婦子供２人 独身者 夫婦子供２人
総収入

減税額 減税率 減税額 減税率 負担額 負担率 負担額 負担率

Ｉ． 被雇用者

見習い工＠ ２２ ，５００ ６３４ ２３ ．２ １， ４０２ １ｏｏ ２， ０９９ ９． ３ ０ ０． ０

電気産業労働者 ３３ ，６４６ １， ０５０ １８ ．０ １， ９７２ ５８ ．９ ４， ７８０ １４ ．２ １， ３７８ ４． １

皮革産業労働者 ３７ ，０１９ １， ３７４ １９ ．７ ２， ０６０ ５２ ．２ ５， ６１８ １５ ．２ １， ８８４ ５． １

平均的稼得者 ４２ ，７０７ １， ７６７ １９ ．９ １， ９６６ ４０ ．２ ７， １０９ １６ ．６ ２， ９２８ ６． ９

銀行職員 ４７ ，６１９ ２， ４２４ ２２ ．３ ２， ０１８ ３４ ．１ ８， ４５７ １７ ．８ ３， ８９８ ８． ２

工業労働者 ４８ ，１９５ ２， ４８８ ２２ ．４ ２， ０２４ ３３ ．５ ８， ６３０ １７ ．９ ４， ０１２ ８． ３

鉱業労働者 ４９ ，４０１ ２， ６８０ ２３ ．０ ２， ０３２ ３２ ．４ ８， ９６４ １８ ．１ ４， ２４４ ８． ６

化学労働者 ５４ ，０４９ ３， ３２７ ２４ ．３ ２， １１０ ２８ ．７ １０ ，３３９ １９ ．１ ５， ２３４ ９． ７

石油加工労働者 ６４ ，５９８ ４， ９０１ ２６ ．４ ２， ４２２ ２３ ．５ １３ ，６７９ ２１ ．２ ７， ８９６ １２ ．２

事務職員 ６７ ，２９１ ５， １３８ ２６ ．６ ２， ４８２ ２２ ．６ １４ ，４４２ ２１ ．５ ８， ４９６ １２ ．６

鉱業事務職員 ７６ ，２０８ ６， ３６７ ２６ ．６ ３， ３３２ ２３ ．８ １７ ，５６１ ２３ ．Ｏ １Ｏ ，６５２ １４ ．０

販売管理者＠ １２０ ，０００ １０ ，４５１ ２２ ．５ ９， ４３２ ２９ ．１ ３６ ，０１４ ３０ ．０ ２２ ，９９６ １９ ．２

マネジャー ＠ １８０ ，Ｏ００ １２ ，１７１ １５ ．５ １７ ，７０８ ２８ ．６ ６６ ，２５２ ３６ ．８ ４４ ，１７４ ２４ ．５

皿． 独立事業者

商工業者＠ ６０，Ｏ００ ４， ５０７ ２８ ．１ ２， ４２４ ３０ ．４ １１ ，５５０ １９ ．３ ５， ５４６ ９． ２

手工業者＠ ８５ ，０００ ８， ００４ ２８ ．３ ４， ６１２ ２８ ．７ ２０ ，２４１ ２３ ．８ １１ ，４６２ １３ ．５

税理士 １３９ ，１３６ １１ ，１６８ ２０ ．０ １２ ，１１０ ３０ ．７ ４４ ，７５８ ３２ ．２ ２７ ，３２２ １９ ．６

弁護士 １４３ ，９８７ １１ ，３０６ １９ ．３ １２ ，８１８ ３０ ．７ ４７ ，２１９ ３２ ．８ ２８ ，９５８ ２０ ．１

医　者 ２１ ，４７８ １３ ，４０４ １３ ．４ ２１ ，８８２ ２７ ．０ ８６ ，４２９ ３９ ．０ ５９ ，２２４ ２６ ．７

工場主＠ ５０ ，０００ ２５ ，７３４ ７． ８ ３５ ，４０８ １１ ．４ ０３ ，１９７ ４６ ．６ ７４ ，５７２ ４２ ．２

注１　被雇用者の１９９０年の総年間賃金は１９８６年の賃金統計から年率３．５％の増加率で計算。独立事業者の１９９０年

　の年収は１９８３年の所得税統計から年率３．５％の増加率で計算 。

注２　１９９０年の税負担率は年収に対する割合 。

注３　減税率は税制改正前の納税義務額に対する割合 。

注４　＠の付いているものは統計的基礎のない仮定の例による計算 。

注５　税理士，弁護士，医者については自由業者控除の廃止を考慮にいれてある 。

出所 “Ｆ１　ｂ　ｃｈｔ１９８９’，

Ｓ９６

わた って夜間勤務があり ，年間２．７万Ｍの割増賃金を得ていると想定し，税制改正後

にはそのうち約８，９００Ｍは課税べ 一スに算入されるが，経過措置として１９９０年には約

３， ＯＯＯＭが算入されるという点を考慮している），杜員割引きへの軽減措置の制限

（Ｈ欄では，自杜の３５万Ｍの乗用車を２２％引きの２７３万Ｍで購入した場合を想定して ，

割引額７，７００Ｍから定価の４％１ ，４００Ｍを超える６，３００Ｍから２，４００Ｍの非課税額を差し

引いて３，９００Ｍが課税対象べ 一スに加算されている）等が実施されるためである 。

また，事業主の場合には，事業用の乗用車の私的消費目的利用の認定割合か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３０）
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第４表１９８６～１９９０年の減税の効果（１９８５年に対する１９９０年の比較）ｎ

職
年　　収 家族形態 純収入額
（万ＤＭ）

課税所得額 税　　額
（ＤＭ）

平均税負担率
（ＤＭ） （ＤＭ） （％）

業 １９８５ １９９０ ａ ｂ １９８５ １９９０ １９８５ １９９０ １９８５ １９９０ １９８５ １９９０

Ａ ４． ３０ ４． ３０ ２ ２ ３９ ，９２０ ４１ ，Ｏ００ ３０ ，９４２ ２７ ，１０８ ４， ９５４ ３， １０６ １１ ．５２ ７． ２２

Ｂ ４． ３０ ４． ３０ ２ ３ ３９ ，９２０ ４１ ，０００ ３０ ，５１０ ２４ ，０８４ ４， ８６０ ２， ４８８ １１ ．３０ ５． ７９

Ｃ ２． ２５ ２． ２５ １ １ ２０ ，８５６ ２０ ，５００ １２ ，０４２ ７， ８８４ １， ７２３ ４３０ ７． ６６ １． ９１

Ｄ ２． ６０ ２． ６３ １ ０ ２４ ，３５６ ２４ ，３００ ２０ ，３０４ ２０ ，１４２ ３， ５７６ ２， ９８０ １３ ．７５ １１ ．３３

Ｅ ４． ００ ４． ００ １ ０ ３７ ，１９６ ３７ ，７６０ ３３ ，０４８ ３３ ，６９６ ７， ６８２ ６， ３３０ １９ ．２１ １５ ．８３

Ｆ ４． ８０ ４． ８０ ２ １ ４５ ，１２０ ４６ ，Ｏ００ ３６ ，５０４ ３４ ，８３０ ６， １７８ ４， ７４６ １２ ．８７ ９． ８９

Ｇ ５． ００ ５． ３０ ２ １ ４８ ，３５６ ５１ ，０００ ３９ ，６３６ ３９ ，６３６ ６， ９１２ ５， ８１４ １３ ．８２ １０ ．９７

Ｈ ５． ＯＯ ５． ３９ ２ ３ ４８ ，３５６ ５１ ，９００ ３８ ，１７８ ３４ ，５６０ ６， ５６２ ４， ６８８ １３ ．１２ ８． ７０

Ｉ １２ ．００ １２ ，２０ ２ ２ １２０ ，０００ １２２ ，０００ １０１ ，８４４ ９９ ，１４４ ３１ ，０７０ ２１ ，９２８ ２５ ．８９ １７ ．９７

Ｊ １８ ．００ １８ ．４２ ２ １ １８０ ，Ｏ００ １８４ ，２００ １６０ ，５９６ １６２ ，４３２ ６１ ，１３４ ４４ ，９７２ ３３ ．９６ ２４ ．４１

注１　職業欄の記号の示す職業は以下の通り 。Ａ＝ 平均稼得労働者，Ｂ＝ 平均稼得労働者，Ｃ＝ 女性見習い工 ，

　Ｄ＝ 販売女店員，Ｅ＝ 看護婦，Ｆ： 工業労働者，Ｇ＝ 交替勤務印刷工，Ｈ＝自動車工，Ｉ＝ 手工業経営者 ，

　Ｊ＝医院経営医師 。

注２　家族形態のａ 欄の１は独身，２は夫婦，ｂ欄は子女の数を示す 。

出所Ｈｅｒｂ帥Ｓｃｈｅ１ｄｅ１Ｓｔｅｕ 　ｆ　 １９９０ ，Ｋ１ｓｓｍｇ，１９８８Ｓ１４４－１５３

２５％から３５％に引き上げられたこと（Ｉ ，Ｊ欄ではそれぞれ２，ＯＯＯＭ，４，２００Ｍが

この理由で課税対象収入べ 一スに加算されている）が影響している 。

　さらに，課税所得の算定において ，減額になるケースとならないケース が

みられるが，Ｅ ，Ｇ ，Ｊの様な収入額の増加が所得控除の増加を相殺した場

合は減額にならない。Ａ，Ｂ ，Ｃ ，Ｈの場合は子女扶養控除の引き上げが ，

また，Ｃには家計控除の引き上げも作用している 。Ｄは殆ど変化なし。Ｆ ，

Ｉは低下しているがその割合は高くい 。

　さて ，減税額が収入の多い家計が多くなるのは当然であるが，減税率にお

いて同一家族形態のＦ ，Ｇ ，Ｊを比較するとＦ ，Ｇがほぽ平均に近い年収で

あるが，減税額（率）はＦが１ ，４３２Ｍ（２３．２％） ，Ｇは１ ，０９８Ｍ（１５．９％）であ

るのに対し ，Ｊは１６，１６３Ｍ（２６．４％）と絶対的には勿論，相対的にも高い減

税を受けることになる 。Ｊの減税額はＧのそれに比較して１４．７倍であり ，年

収での３．６倍という倍率を蓬かに上回る恩恵に浴することになる 。これは ，

前記のように，減税政策の中心が税率，特に累進限界税率の引下げに置かれ

たことに基づいている 。
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　第５表　主要税目の総税収に占める構成比（％）の変遷と伸び率（１９８０～１９８８）

主要税目の構成比（％）の変遷 伸び率（１９８０：１００）

１９８０ １９８２ １９８５ １９８６ １９８７ １９８８ ８７１８０ ８７／８２ ８７／８５ ８８／８５

賃　金　税 ３０ ．５６ ３２ ．５９ ３３ ．７７ ３３ ．６４ ３５ ．０３ ３４ ．９６ １４７ ．２ １３３ ．０ １１１ ．２ １１３ ．８

申告所得税 １０ ．０８ ８． ０８ ６． ５３ ６． ６０ ６． ５４ ６． ４５ ８３ ．４ １００ ．３ １０７ ．４ １０８ ．５

法　人　税
５． ８４ ５． ６７ ７． ２８ ７． １４ ５． ８３ ６． ０３ １２８ ．０ １２７ ．２ ８５ ．８ ９１ ．１

売上課税
２５ ．６０ ２５ ．８０ ２５ ．１２ ２４ ．５６ ２５ ．３５ ２５ ．６３ １２７ ．１ １２１ ．６ １０８ ．２ １１２ ．２

財　産　税
１． ２８ １． ３２ Ｏ． ９８ Ｏ． ９７ １． １６ １． ０６ １１６ ．２ １０８ ．８ １２６ ．５ １１９ ．０

石　油　税
５． ８５ ６． ０３ ５． ６１ ５． ６７ ５． ５８ ５． ５１ １２２ ．４ １１４ ．４ １０６ ．６ １０８ ．１

営　業　税
７． ４２ ６． ８９ ７． ０４ ７． ０７ ６． ７１ ６． ７４ １１２ ．４ １２０ ．４ １０２ ．２ １０５ ．３

不動産税
１． ５９ １． ６７ １． ６８ １． ６９ １． ６８ １． ７０ １３６ ．２ １２５ ．４ １０７ ．４ １１１ ．３

タバ コ税
３． ０９ ３． ２２ ３． ３１ ３． ２０ ３． １Ｏ ３１ ０７ １２８ ．５ １１８ ．８ １００ ．４ １００ ．３

プラノ デー 税
１． ０６ １． １３ ０． ９４ ０． ９０ ０． ８９ ０． ８４ １０４ ．８ ９５ ．１ ９８ ．１ ９７ ．５

自動車税
１． ８０ １． ７７ １． ６８ ２． ０７ １． ７８ １． ６６ １２７ ．０ １２５ ．１ １１３ ．８ １０８ ．９

税収総額
１００ １００ １００ １００ １００ １００ １２８ ．４ １２３ ．８ １０７ ．２ １０９ ．９

注１　売上課税には売上税と輸入売上税を含む 。

注２　１９８７年まで決算額，１９８８年は実績見込み
。

出所Ｂｍｄ　ｍｍｓｔｅｍｍｄｅｒ Ｆｍａ　ｅ ，Ｆｍｍ　ｂ　ｎｃｈ１ｔ１９８９，Ｓ１９８－１９９

３．

租税構造 ・税収構造が，１９９０年以後どう変化するかについては，推測する

　十分なデ ータを欠いているが，１９８８年までの変遷から一定の判断を下すこと

　は不可能ではない。第５表は１９８０年代の主要な税目別の税額，その伸ぴ率 ，

　配分割合変遷を示したものである 。この統計から ，税務当局が強調するほど

　の大きな変化は生じておらず，６０～７０年代からの傾向がほぽ一貫して継続し

　ており ，ただ賃金税 ・所得税の減税をしなければ，税負担の税目別偏重は一

　層激しいものになることから，減税によりその傾向に一定の歯止めをかけた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
　と言うに過ぎない。また，課税当局によれば，これらの改革により１９９０年に

　は「租税比率」：国民経済的租税負担率（ＧＮＰに対する総税収額の比率）は ，

　約１％減 って推定２２６％と５０年代以来最低の水準に低下（１９６０＝２２６％ ，１９７０

　＝２２．８％；１９７５＝２３ ．５％；１９７７：２５ ．Ｏ％；１９８０＝２４ ．６％；１９８６＝２３．２％；１９９０＝２２．６％）

　し ，総税収中の直接税比率は約１％低下（１９６０＝５４％，１９７０＝５４％，１９８０：５９％
，

　１９８６＝５９％，１９９０＝５８％）する 。このことを，経済成長や雇用拡大にとっ て極

　めて重要なものとして位置付け，今日の段階におげる経済 ・財政政策的措置

　の最たるものとして評価するところに最大の特徴があることは，次項で見る

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３２）
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　通りである 。

４．

　この減税を可能にさせた一つの条件に，政府は財政再建の一定の進展をあ

　げていることは既に見た通りであるが，８０年代前半期に第３段階の減税とし

　て賃金税 ・所得税の減税を予定していた時に比較して減税規模が拡大したこ

　と（また１９８８年に減税の前倒しを行 ったこと）には，単に財政事情 ・国内裏情の

　みでなく ，サミット ，Ｇ５，Ｇ７等の声明にあるように，極めて強い国際的

　な要請かあ ったことは明らかてある 。だか，これによって国際経済調整に必

　要な内需拡大，対外経常収支黒字の削減か，また国際的産業構造再編成の要

　請への対応が期待通りに展開するかは，多いに問題がある 。

５．

　その他の問題として，８０年代における持家推進税制の展開によっ て， 住宅

　政策の再編成（杜会的住宅建設政策の後退）が進行しつつあること ，また，税

　源の公共団体間配分と関わ って ，減税による税収減か，庄民生活に密着した

　行政を実施している市町村に最も強く現われ自治体財政の困難を倍化し ，公

　共団体間の財涙力配分における自治体の冷遇は生活関連行政の冷遇を結果す

　ること等の諸問題があるが，それらについては紙数の関係で指摘するだけに

　とどめざるを得ない 。

　ｍ．租税政策論理の問題点

　８０年代後半に，保守中道政権の中長期的減税 ・税制再編政策の第３段階とし

ての賃金税 ・所得税の抜本的改革か ，１９８６．１９８８．１９９０年と３段階にわた って

実施され，その減税規模もかなりのものになることは既に見た通りである 。一

見極めて古典的な供給重視型であるかに見える税制改革構想が，どのような意

味で現代的であるかを検討することが，またこの様な税制改革が現代西ドイツ

資本主義にとっ ていかなる意味を持つかを明らかにすることが，本項の課題で

ある 。

１．

既に部分的には触れてきたが，主要税制改正の立法趣旨の財政当局による

　説明の中に，８０年代後半の税制改革に取組む次のような政策論理か示されて

　いる 。即ち ，（１）供給 ・生産が基礎であり ，その後に分配があり ，（２）課税，特

　　　　　　　　　　　　　　　　（５３３）
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　に直接税は，投資，生産，供給，勤労意欲を阻害する 。（３）従 って 、租税負担

　率をマクロ 的に引き下げると同時に，直接税の比率を引下げるよう税体系を

　再編する 。更に，（４）税体系問題には直間比率問題のほかに，各種優遇措置の

　政策的実施により税制の複雑化 ・不透明化が進行したので，優遇措置を廃止

　して税制の簡素化と公正化を図り ，併せて減税財源を確保する ，というもの

　である 。

２．

　この様な考え方は，経済 ・財政政策のブレーン達によっ ても ，一貫して主

　張されてきた。例えば，経済省学術諮問委員会の答申「成長と雇用拡大のた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｏ）
　めの構造転換」（１９８４年１２月１５日）においてである 。即ち，税 ・財政政策は ，

　特に技術進歩により余剰とな った労働力の再層用のための需要を長期的視点

　で補償的に創出するのに特に適切であるという訳ではないが，安定化要因と

　して技術進歩の所得効果の確実化には重要な役割を演じ得る 。今日 ，歳出や

　減税の直接的な需要効果はむしろ少ないが，しかし企業の資本形成の促進 ，

　供給諸条件の改善には今なお重要な役割を果たし得る 。即ち，国際的な高金

　利に規定された局実質利子率による資本形成阻害に対し，課税後限界資本収

　益を高水準に維持することで有効に対抗し得る 。他方，減税は，他の税の引

　上げか支出の削減によっ て財政再建路線の堅持か可能になる条件を付けて行

　うへきである 。但し，世界経済的に成長力の弱い現状から過度の緊縮路線は

　回避すべきである 。なお，支出削減の際の重点は直接補助金又は財政援助の

　撤廃である 。同じ意義を収入面で持っているのは間接補助金＝租税優遇措置

　の撤廃である 。以上が，その要旨である 。

　　この様な発想をより包括的に展開したのか，同委員会の答申「国民経済的

　観点からの租税政策」（１９８５年１０月１２日）である 。この答申は，Ｉ ．「答申を出

　すことにな った経緯課税の成長 ・雇用政策的側面」において ，高失業の持

　続がマクロ 経済的雇用状態が租税政策によっ てどの程度改善され得るかを検

　討する契機とな ったことを述べるとともに，マクロ 経済的基本条件の改善と

　成長力の強化を意図して１９８６／８８年減税法が制定されたことが，この問題を

　アクチ ュアルなものにしているとした後，皿 ．「高い国家比率 ・限界税率の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５３４）
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雇用 ・成長阻害的作用」において租税負担の現状を分析して問題状況につい

ての委員会の認識を明らかにしている 。即ち ，（１）「国家 ・支出 ・租税比率の

　　　　　　　　　　　１１）
推移」では，国家経費比率 ・租税比率の上昇とその過程における ，粗所得と

純所得の間のシ ェーレの拡大，公的消費（特に杜会保障制度による移転支出）

比率の増大と投資的経費比率の減少，経済活動の税制上有利な方向への展開

傾向の強まり等を強調し ，（２）「高い公課負担の供給阻害作用」において ，租

税公課負担（租税負担と杜会保険料の合計）の増大か企業と被雇用者の供給意

欲　勤労思欲を減退させ，特にイノヘ ーノヨノ ・リスク ，投資リスクと結合

して阻害作用を及ぽしていると結論する 。それを，（３）「税制上での資源配分

の歪曲による雇用と成長への作用」において ，資源配分面での雇用 ・成長阻

害作用として ，次の諸点をあげて論証しようとしている 。０被雇用者側のネ

ットの賃金と企業側の粗賃金及び間接賃金負担との差額の増加，　低所得層

での高い公課負担は非課税又は低課税の経済活動の魅力を増大させ，稼得所

得と移転所得との差額の縮小傾向や課税対象活動からの退出傾向を強めるこ

と， 　インフレによる税率の上昇，＠所得課税中心の現行税制は現在消費に

比して将来消費 ・貯蓄に不利に作用し ，資本形成を阻害すること ，　リスク

の多い生産的投資の冷遇による投資の誤導，　他人資本による資金調達を自

己資本に比して優遇することによる配分の歪み，の高水準の税負担の下での

租税優遇と財政補助金は企業と被雇用者に構造的適応を国家的援助によって

回避しようとする傾向を生み出すこと ，の７点である 。（４）「稀少資本を巡る

国際競争の，雇用 ・成長可能性への反作用」において ，課税後の投資収益か ，

アメリカでは直接税減税によっ て上昇したのに，税負担が高いままの西ドイ

ソでは低水準のままであり ，この格差かアメリカヘの資本流出の原因である

として企業税負担の軽減を国際競争力の観点から主張している 。その際，貨

幣資本投下の場合は国際的な利子率格差と為替相場予測とによっ て規定され

るのに対し，企業の生産的投資の場合は税制上の有利さが決定要因になると

して（現実の対米資本流出が税制上の要因によっ ては唯限定的にしか規定されないと

しつつも），将来におげる生産立地の国外流出の増大の恐れをあげて ，生産企

　　　　　　　　　　　　　　　（５３５）
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業活動への税負担軽減を求めている 。そして ，皿 ．「税制上の措置による雇

用と経済成長促進のための立脚点」において ，推奨すべき政策措置を結論づ

ける 。即ち，（１）「基本原則」において ，現在の失業は構造的に生じているの

で， 租税政策上の措置は特に相対価格と経済的刺激に対する反作用の観点か

らとらえるへきであるとし，個 々人の勤労思欲や能力の向上の方向に配分の

歪みを是正することと税制改革への提言とは同置し得ないとして，「現行の

諸関連においては，経済成長を供給動機の改善を通じて持続的に促進し，失

業の解消をもたらすような前進のみが大切である」としている 。この立場か

ら， 雇用と経済成長という目標の達成の税制上の手段として，所得税率のフ

ラヅト化と所得税 ・法人税の最高税率の引下げ，減価償却の緩和，収益中立

的な租税 ・いわゆる元本課税の抑制，営業税の改革又は廃止の４つの方策を

あげて ，第１の措置が最も有効かつ必要としている 。（２）「減税財源の調達可

能性」では，財源調達可能性として所得税 ・法人税の課税べ 一スの拡大，間

接税の引上げ，支出の削減，信用調達の４つをあげて ，第１と第３を先ず優

遇することを主張する 。その上で（３）「成長 ・雇用政策上必要な減税」で ，

こうして調達された財源による減税の重点は，成長 ・雇用政策の観点からは

限界税負担率の軽減におくべきであるとして ，所得稗率 ・法人税率の引下げ ，

特に累進税率ゾーソと最高税率（所得税 ・法人税とも）の大幅な引下げを主張

している 。この措置に対して予想される「下から上への再分配」という批判

に対し ，答申は，第一義的に大切なことは分配され得る所得の拡大であり ，

競争力の強い企業が安定的な雇用の可能性の前提を提供し得るし，投資活動

の強化は労働生産性の上昇を通じて高い賃金をもたらす，と反論している 。

これらの立場を前提にして ，具体的に（４）「有効な税率表引下げのための財

源調達」として財源面と歳出面の両方で，租税優遇と財政援助の解消を中心

的措置として推奨し，合わせて追加的財源調達手段として一過性の信用調達

と付加価値税（必要な場合には個別消費税も）の引上げをあげている 。

　一言で要約すれば，高額の資産性所得及び資産に対する課税の軽減による

生産的投資の拡大，生産 ・供給増加＝分配可能所得の増大と雇用拡大，それ
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　を通じた国民生活の安定的向上，という因果連鎖の「最初の　撃」として ，

　「強者」に減税するということが答申内容である 。

３．

　さて ，この様な租税 ・財政政策構想の歴史的意義をどのように捉らえるべ

　きであろうか。そのために，ここで租税および租税政策に関して ，基礎的 ・

　歴史的た考察が必要になる 。言うまでもなく ，租税は公権力団体の行政的活

　動の財源的基礎として民間経済主体から原則として無償で徴収されるもので

　ある 。そして ，市場 ・価格機構による経済活動調整 メカニズムのみにより調

　整し得ない経済的　杜会的諸問題の国内的　国際的拡大 ・深刻化につれて ，

　公共団体活動の量的 ・質的な拡大，財政支出水準の絶対的 ・相対的上昇が進

　むとともに，その財源として課税水準の増大か進行してきた 。

　　 この課税水準の上昇過程は課税手段運用の重層化と並行して展開した。即

　ち，課税は，現実的には競争上 ・分配政策上，差別的効果を持たざるを得な

　いのが通例であるので，その様な効果を考慮した課税後所得 ・財産等の極大

　化を目指した企業 ・家計の対応行動が生じるとともに，課税のあり方を自己

　の経済活動に有利な効果を発揮する方向に変更させる税制改正要求運動が各

　構成員によっ て展開される 。税制か政府活動の基本的物的基礎てあり ，また

　国民所得の１／４～１／３という高水準を占めるほどの重要性を持 っていること

　から ，税制をめぐる階級間 ・産業部門間 ・階層間 ・地域間等の対立は，しば

　しば政府危機の様相を帯びる程の激しさを伴な って展開される 。

　　また，政策当局がこの非中立的作用を用いてその政策目的のために構造政

　策 ・秩序政策手段を実施するのも自明のことである 。だが，この政策的利用

　は決して単純ではない。課税の経済的中立性が支配的経済活動主体としての

　資本の存在形態に適合的な要求であり得たのは，自由な競争が一定程度現実

　のものとなり得ていた産業革命以後の数十年間のいわゆる産業資本段階にお

　いてであり ，その後の独占 ・寡占の登場と植民地支配体制を構築する帝国主

　義列強間の世界市場の分割 ・再分割の時代には，資本の独占的所有 ・蓄積に

　適合的な（それを先導し後援するとともに，そこから生ずる諸問題への対処 ・配慮

　を行う）税制の利用体系が形成される 。それは，高水準の経費 ・租税負担を
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　般的基礎に，一方では，蓄積促進の直接的手段としての減免措置の体系を

もたらす〔そのことか他方で課税の平等 ・公正を損ない，税収の脱落をもた

らすことにより ，財政収入要請と杜会的不安定をもたらす可能性を拡大す

る〕とともに，他方ではその対極として「弱者」対策が展開される 。即ち ，

中小 ・零細企業，後進地域 ・産業，衰退地域 ・産業を救済 ・振輿する必要に

応える方向と貧富の格差拡大に対する杜会政策的課税の要請に応える方向と

である 。

　１９３０年代の大不況を経験して以後の資本主義税制の政策的運用は，構造政

策へのミクロ 的手段としての展開に止どまらず，国民経済の総需要の過不足

に対処するバランシング ・ファクターの一つとして展開されざるを得なか っ

た。 経済安定化政策，フィスカル ・ポリ！一として租税政策を活用すること

が， 第２次大戦後の先進資本主義国の「常識」の一つとなり ，１９５０～６０年代

は当時の相対的に有利な資本蓄積条件に恵まれて，租税政策の経済安定政策

的運用に対する評価は極めて高いものがあ った。同時に，第２次大戦後にお

けるＩＭＦ，ＧＡＴＴの中でのｒ自由競争」の下ての国際競争の激化は個別資

本集団間の闘争のみならず，国民経済的成長競争，径済政策主体のバフォー

マ１ス競争を「強制」した。それは単に資本主義世界体制内部において展開

しただけてはなく ，杜会主義経済との経済成長競争としても展開した。経済

的成長競争の激化は，径済安定のマクロ 経済的政策手段としての租税政策か

ら安定的 ・持続的経済成長の手段としての租税政策へと ，租税制度運用に対

する政策的課題の局度化をもたらした 。

　１９５０～６０年代の局度経済成長 ・持続的安定成長の進行は，一方で国民所得

・バイの高テ：■ポの拡大による経済生活水準向上の潜在的可能性の増大をも

たらすとともに，他方で各種の格差拡大と経済的 ・杜会的な不均衡の激化 ，

公的杜会的対処の必要な諸矛盾の激発を口乎ぴ ，１９６０年代から７０年代前半にか

けて ，財政支出 ・租税負担水準の新たな上昇をともないつつ，現代資本主義

国家（企業国家 ・軍事国家 ・福祉国家としての性格を備える）において福祉国家

的側面を強めるとともに，税財政運営に対する勤労大衆の実質参加の拡大の
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様相を強めてい った。財政支出が，一方で杜会的インフラの生産的整備と生

活保障的性格を持ちつつも ，他面て非生産的 ・浪費的支出を不可避とし ，資

本蓄積条件の個別的充足には完全には繋からないという性格，また企業の生

産活動 ・国民の生活活動の各側面に構造化された現代国家の活動による財政

支出の下方硬直性 ・上方伸縮性の定着は，通貨危機 ・世界的イノフレ ・石油

危機による世界的不況にも規定されて，構造的財政赤字をもたらすとともに ，

税財政の機動的 ・弾力的運用を著しく制約した。こうして ，資本主義経済活

動からの諸矛盾の解消の「全能の神」としての税財政活動は，国民経済誘導

の有効性を喪失するのみならず，自らのバラソスを崩壊させ，その上更にそ

の管理運営の中心環か低所得層大衆の発言力の増大により制約されるという

歴史的危機に陥 った。財政赤字，財政 ・税制の硬直性，財政民主主義の高ま

りは，民間経済活動における信頼欠如と相侠 って ，戦後的税財政運営 ・ケイ

ンズ主義的経済政策に対する信頼を大きく動揺させ，７０年代の前半の戦後資

本主義の最大の転換を画期にして ，先進国の財政 ・租税政策運営の基調の転

換が生じた 。

　公共財政を国民経済のマクロ 的管理運営の主要な挺としつつ，経済的資源

の再配分と所得 ・財産の再分配によっ て杜会的 ・経済的諸矛盾に対処すると

いう公的管理 ・規制を肯定する ，いわゆる「大きな政府」路線は，資本蓄積

にとっ ての有効性の喪失，財政赤字の累積＝マイナスの遺産の増大，資本活

動への国民的関与の拡大という経済民主主義の「行過ぎ」の危険等をもたら

し， 経済的にも政治的にもとり得ない路線とされ，代わ って ，急速に発展す

る高度な技術力を駆使し地球的規模でクローハルに蓄積活動を展開する巨大

企業の資本の力による市場原理による処理こそか，ミクロ 的にもマクロ 的に

も， そうした危険と非効率を生じさせずに国民経済の管理運営を実現する基

本的方法てあり ，公共活動はそれにより処理し得ない資源配分機能＝純粋公

共財の供給と「真に救済を必要とする者」への杜会的援助に限定するべきだ

というｒ小さな政府」の発想が，政策担当者に影響を及ぽし始め，規則緩和

と政策体系の再編成か実施された。その税財政面への具体化は，財政活動水
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　準 ・課税水準の抑制 ・引下げと歳入 ・歳出両面における受益 ・負担関係の再

　分配（企業利潤　資本蓄積に有利な）であり ，租税政策におげる杜会政策的配

　慮の縮小，累進税率のメリット（負担の公平な実現）よりもデメリット（限界

　税率の上昇による供給阻害作用）の強調による税率のフラ ット化，直接税の比

　率の抑制と間接税比率の引上げ，簡素化 ・公正化のスローカンの下に，かつ

　て杜会的公正確保の目的で実施された「弱者」向けの杜会保障的措置の廃止

　・ 縮小と企業向優遇措置の基本的維持等 々の政策方向である。しかし，この

　政策は次のような内的矛盾をもたざるを得ないてあろう 。現代的資本蓄積活

　動による担税力の集中点である企業所得 ・資産所得 ・譲渡所得等の高額所得

　や資産保有自体を，課税べ 一スから除外したり ，その税負担水準を低位に維

　持するという基本構造の上に，低所得 ・零細資産への大衆負担を強いる方式

　は，一方で税収の伸びの抑制を，他方で国民経済的総需要（消費需要）の伸

　ぴの鈍化による内需不足問題をひきおこす。低所得層の消費需要の伸ぴの低

　さの中高所得層のそれの伸びの高さによる代位は進むであろうが，それは消

　費の二極分化（中高所得層による国内高付加価値製品の購入と低所得層による海外

　途上国の安価な輸入商品の購入）を促進し，一層の杜会的不平等感の強まりを

　引き起こすとともに，それによる産業構造の国際間調整に伴なう摩擦処理の

　コストの増加を引き起こさざるを得ないであろう 。

４．

　以上のような，先進資本主義国にほぽ共通する傾向は，西ドイツの場合 ，

　その税財政政策に次のように発現した。１９７０年代末からの傾向を引継ぎ
，一

　層，企業サイド，供給サイドの要請を首尾一貴して追及する方向を明確にし

　た保守中道連合政権は，一方で ，規制緩和政策（特に労働環境 ・開発面にお

　ける資本活動制約的な杜会的規制の緩和 ・廃止）を実施しつつ，他方で民間企業

　・ 産業における賃金抑制，コスト削減，合理化政策に口乎応して ，国際的に相

　対的に低位のイ！フレ率を確保しつつ，財政面からのイ！フレ要因，「勤労

　意欲阻害要因」（杜会保障等）の抑制，消費の伸ぴの一定限度内への抑制とい

　う緊縮政策，財政負担軽減政策＝財政再建政策をとり ，マクロ 的需要保障は

　国内政策的には一切とらずに，外国財政からの需要拡大波及効果に便乗する
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ことで，個別企業 ・産業の収支状況改善と構造調整，公共団体の財政再建と

収支両面の構造再編（それによる家計消費構造の再編と消費水準管理），国内総需

要・ 供給構造の再編 ・調整を行い，同時にマクロ ・バランスの達成を実現す

るという政策路線によっ て， 資源エネルギ ー危機と国際通貨危機により加速

化された，過剰蓄積による雇用と成長の経済危機を打開する政策路線を採用

せざるを得なか った 。

　このような１９８０年代前半の国内的緊縮政策 ・対外拡張政策はそれ自体の中

にその持続を困難にする要因を拡大した。民間における合理化政策の貫徹と

税財政 ・経済政策面での緊縮政策とによっ て， 国内消費需要は民間 ・公的両

面でその伸びを抑制された。財政再建はそれにより一定程度進展したが，内

需の伸びの鈍化は合理化投資による供給力の拡大との矛盾を激しくし ，国外

市場に対する依存度を急増させ，対外黒字の増加を引き起した。この政策の

ツケは，国内的には，景気の上昇局面にも拘らず，杜会的不公正 ・格差の拡

大と失業の高まり ，対外的には経常収支黒字 ・資本収支赤字の構造的拡大 ，

アメリカの「双子の赤字」の累積，途上国の累積債務問題の深刻化，Ｅ　Ｃ内

不均衡の拡大等であ った。８０年代の中頃には，この政策路線の従来通りの継

続は，国際的に許容されなくなり ，国内的にもそれに対応する構造改革が必

要とな った 。

　８０年代後半の税財政政策の展開はこのような政策路線修正の必要に対応す

るものである 。それは，しかし決して「福祉国家」から「企業者国家」への

力点のシフトや受益 ・負担配分の再分配方向の「企業者国家」へのシフトと

いう ，７０年代後半以来の基本線を変更することではなく ，合理化投資による

国際競争力強化の基本線，国際経済摩擦解消 ・内需拡大　輸入増加のために

内需 ・外需の割合を国内消費比率の上昇の方向に修正する 。但し ，低所得層

には，歳出の給付面ても租税負担面でも ，勤労局欲の低下を招くような改善

はしない。従 って条件整備は公的給付ではなく自己責任で行い，そのための

余地を減税により創出する 。ここから，所得税減税政策は課税最低限の引上

げや税額控除ではなく ，所得控除方式の堅持と累進税率の直線化を中心とし
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て展開され，他面で杜会的不平等への配慮の視点からとられていた低所得者

対策を課税原則に反する「優遇措置」として撤去するという税制再編方向が

出てくる 。

　こうした方向は，戦後民主主義により確保された諸権利の「一時的解体」 ，

大衆的生活条件向上の「一時的停滞」，杜会的格差の拡大の「一時的承認」

により ，その後に経済危機と権利危機の克服が安定的 ・持続的に確保される

保障があるならぱ，一定の杜会的合意が形成される可能性があるであろうが ，

問題はまさにその点での保障を欠いていることである。ここに，この政策路

線のアキレス健があり ，不安定性がある 。

　１）　 この項の時期区分と各期の租税政策の概要については，次の文献による 。

　　　Ｊｕｔｔａ　Ｍｕｓｃ
ｈｅ１ｄ“Ｓｔｅｕｅｒｐｏｌ１ｔ１ｋ　ｍ　ｄｅｒ　Ｂｍｄｅｓｒｅｐｕｂ１１ｋ　Ｄｅｕｔｃｈ１ａｎｄ１９４９－８２”，

　　Ｂ
ｅｒ１ｉｎ，１９８６，Ｓ．１５－１６，６５－６６，１１３－１１５，１２９－１３０，１９７－１９９

　　　但し，ムシャイトは租税政策の経済政策課題との関連で時期区分をしているた

　　めに，その時期区分に必ずしも西ドイツ 資本主義や戦後世界経済全体の視点が充

　　分考慮されていない感がある。その意味では彼の分析全体の再検討が必要である

　　が，本稿では，ムシャイトの第４期（１９６８～８２年）を１９７５年を境にして区分し
，

　　１９７５年以降を第５期とした。彼も１９６８～７４年を前半期，１９７５～８２年を後半期とし

　　て１９７４／７５年を一応画期としているが，筆者は１９７５年以後を１９６８～８２年の後半期

　　として捉らえることには大きな疑問を持っているので，本文のように１９４９～８２年

　　の期間を５期に分けた 。

　２）　この項の各種の租税措置については，次の資料によっ た。

　　　Ｂｍｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｒｌｕｍ　ｄｅｒ　Ｆｍａｎｚｅｎ，‘‘Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９７５”～“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｌｔ

　　１９８３
”，

Ｂｏｍ

　３）　Ｂｕｎｄ
ｅｓｒｅｇ１ｅｍｎｇ

，‘‘Ｊａｈｒｅｓｗ耐ｓｃｈａｆｔｓｂｅｒｌｃｈｔ１９８３”， Ｚ１伍ｅｒ ２１

　４），５）１９８２年秋以後の租税政策の展開については，次の資料によっ た。

　　　Ｂｕｎｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｍｍ　ｄｅｒ　Ｆｍａｎｚｅｎ，“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｌｔ１９８４”～“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｌｔ

　　１９８９
”，

Ｂｏｍ

　　　Ｓｃｈｎｅ１ｄｅｎｗｍｄｌＪａｇｅｒ／Ｓｃｈｏｎｆｅ１ｄ，“Ｓｔｅｕｅｒｒｅｆｏｍ１９８６”，

Ｍｍｃｈｅｎ１９８６

　　　Ｈｅｒｂ帥Ｓｃｈｅ１
ｄｅ１，“Ｓｔｅｕｅｍｆｏｒｍ１９９０”，

Ｋ１ｓｓｍｇ１９８８

　６）所得税率表の変遷については，次の資料による 。

　　　Ｂｍｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｍｍ　ｄｅｒ　Ｆｍｍｚｅｎ “Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９６８”，
Ｓ８０－８５ “Ｆｍｍｚ －

　　ｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９７５”， Ｓ８０－８５　“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９８０”， Ｓ８０－８５　“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｌｔ１９８１
，，，

　　Ｓ　８０－８５　
‘‘

Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ　１９８６
’’

Ｓ　８４－８７　 “Ｆｍａｎｚｂｅｌｒ１ｃｈ１ｔ　１９８８”， Ｓ　８７－８８

（５４２）
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‘‘

Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９８９ ”， Ｓ９２－９３

７）１９９０年減税法の趣旨については，次の資料による 。

　　　　Ｂｕｎｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｒ１ｕｍ　ｄｅｒ　Ｆｍａｎｚｅｎ，“Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９８９ ”，
Ｓ９１－９２

８）　Ｂｕｎｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｒｌｕｍ　ｄｅｒ　Ｆｍａｎｚｅｎ，‘‘Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９８６”， Ｓ　１７８　
‘‘

Ｆｍａｎｚ

　　ｂｅｒ１ｃｈ１ｔ１９８８ ”，

Ｓ１８０ “Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｌｔ１９８９ ”，
Ｓ２０４

ｇ）　 “Ｆｍａｎｚｂｅｒ１ｃｈｔ１９８９
’’

Ｓ９２

１０）連邦経済省学術諮問委員会の答申は
　　　　Ｄｅｒ　Ｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ１１ｃｈｅ　Ｂｅ１ｒａｔ　ｂｅｍ　Ｂｕｎｄｅｓｍ１ｍｓｔｅｒｌｕｍ　ｆｕｒ　Ｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔ

　　 ‘‘

Ｇｕｔａｃｈｔｅｎ　ｖｏｍ１１／１２０ｋｔｏｂｅｒ１９８５，Ｔｈｅｍａ
　Ｓｔｅｕｅｒｐｏ１１ｔｌｋ　ｍｔｅｒ　ｇｅｓａｍｔｗｌｒｔ

　　
ｓｃ

ｈａｆｔ１１ｃｈｅｎ　Ｇｅｓ１ｃｈｔｓｐｕｎｋｔｅｎ
’’

　　　　Ｄｅｒｓｅ１ｂｅ，“Ｇｕｔａｃｈｔｅｎ　ｖｏｍ１４／１５Ｄｅｚｅｍｂｅｒ１９８４，Ｔｈｅｍａ
　Ｓｔｒｕｋｔｕｒｗａｎｄｅ１

　　ｆｕｒ Ｗａｃｈｓｔｕｍｍｄ　ｍｅｈｒ　Ｂ
ｅｓｃ

ｈａｆｔｌｇｕｎｇ”

　　　　これらの連邦経済省学術諮問委員会の答申は，Ｄｅｒ　Ｗ１ｓｓｅｎｓｃ
ｈａｆｔ１１ｃｈｅ　Ｂｅ１ｒａｔ

　　ｂｅｍ　Ｂｍｄｅｓｍｍ１ｓｔｅｒｌｕｍ　ｆｕｒ　Ｗ１吋ｓｃｈａｆｔ，“１２Ｂａｎｄ ，Ｇｕｔａｃｈｔｅｎ　ｖｏｍ　Ｄｅｚｅｍｂｅｒ

　　１９８４ｂｉｓ　Ｄｅｚｅｍｂｅｒ１９８６ ”， Ｇ６ｔｔｉｎｇｅｎ，１９８７．に収録されている 。

１１）国家比率 ・経費支出比率は国民総生産に対する国家経費（国民経済計算べ 一

　　　ス）の割合を意味している 。

（５４３）




